
第
十
三
巻
　
　
研
　
究
　
　
風
俗
の
流
行
ミ
墾
移
電
に
就
て

第
一
號

山ハ

M　

@
（
六
四
）

風
俗
の
流
行
こ
憂
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世
の
中
は
何
か
単
な
る
飛
鳥
川
ご
詠
せ
ら
れ
て
る
る
如

く
、
人
事
は
造
次
も
顛
葡
も
停
止
し
て
み
な
い
。
こ
れ
ビ

同
機
一
世
の
風
俗
も
一
瞬
時
だ
に
縛
移
し
て
み
な
い
こ
ご

は
な
い
。

　
併
し
な
が
ら
風
俗
の
墾
移
は
決
し
て
さ
う
輩
純
な
も
の

で
も
偶
然
的
の
も
の
で
は
な
い
。
具
さ
に
離
す
れ
ば
其
庭

に
幾
多
の
形
式
が
存
在
し
、
法
則
が
行
は
れ
て
る
る
。
本

篇
は
私
の
專
帰
せ
る
風
俗
史
上
か
ら
観
じ
た
こ
れ
に
關
す

る
小
論
稿
で
あ
る
。

　
　
　
　
こ

　
凡
そ
一
世
の
風
俗
の
「
墾
移
」
の
前
に
は
必
ず
や
、
そ
の

「
流
行
」
が
あ
り
、
そ
の
流
行
に
至
る
前
に
は
又
必
ず
や
、

江

馬

務

流
行
の
動
機
が
な
く
て
は
な
ら
漁
。
三
門
風
俗
の
遷
替
の

跡
を
按
ず
る
．
に
、
そ
の
風
俗
の
流
行
に
は
凡
そ
二
つ
の
動

機
が
あ
っ
た
・
そ
れ
は
一
、
法
制
的
、
二
、
模
倣
的
ε
辮

す
可
き
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
法
制
的
こ
い
ふ
の
は
、
爲

政
者
が
法
律
の
制
定
、
法
令
の
登
布
に
よ
っ
て
葬
る
風
俗

を
天
下
に
施
行
避
難
す
る
も
の
で
、
例
へ
ば
大
寳
元
年
制

定
の
大
寳
律
令
や
貞
永
式
目
、
建
武
式
目
等
や
、
多
藪
の

早
早
が
そ
れ
で
、
是
等
は
下
溝
な
る
書
冊
を
な
し
て
み
る
。

そ
れ
で
こ
れ
に
は
肯
定
的
の
性
質
を
帯
ぶ
る
も
の
こ
、
否

定
的
の
性
質
を
帯
ぶ
る
も
の
ざ
二
種
に
分
れ
て
み
る
が
、

前
者
に
屡
す
る
も
の
で
断
片
的
の
二
三
の
例
誰
を
暴
ぐ
る

な
ら
ば
、
天
武
天
皇
十
一
年
四
月
、
天
下
の
男
女
を
し
て

悉
く
結
髪
せ
よ
ε
令
せ
ら
れ
し
如
き
、
（
1
）
元
正
天
皇
養



老
三
年
天
下
の
百
姓
を
し
て
裡
を
右
に
せ
よ
に
下
せ
ら
れ

し
如
き
、
（
2
）
近
世
で
そ
の
例
を
示
す
な
ら
ば
、
明
治
四

十
二
年
登
布
あ
ら
せ
ら
れ
し
登
極
倉
な
ご
は
そ
れ
で
あ
る
。

法
令
で
は
延
暦
十
七
年
十
月
登
布
の
畿
内
夜
祭
ε
蒋
す
る

淫
靡
な
る
錦
鱗
あ
り
し
を
禁
制
せ
ら
れ
し
が
如
き
、
（
3
）

弘
仁
四
年
六
月
京
畿
百
姓
が
病
人
を
路
傍
に
棄
て
る
風
あ

り
し
を
禁
せ
ら
れ
し
が
如
き
、
（
4
）
近
世
で
は
天
保
十
年

三
月
京
都
の
町
々
へ
女
髪
結
、
茶
湯
豊
強
琴
三
味
さ
ら
へ

講
、
遊
女
町
の
禁
制
を
せ
ら
れ
し
如
き
、
（
5
）
皆
そ
の
例

で
あ
る
Q
こ
の
風
俗
的
区
点
は
政
構
の
確
立
し
た
時
代
に

は
、
．
施
行
上
相
當
の
数
果
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
秩
序
の

棄
辞
し
た
時
代
に
は
何
等
の
反
響
が
な
い
場
合
が
あ
り
、

叉
假
令
そ
の
政
穰
の
確
定
し
た
時
代
で
も
、
多
数
の
年
月

を
経
過
す
る
中
に
は
、
反
古
こ
な
っ
て
漸
次
之
に
迩
卜
し

な
い
や
う
に
な
る
こ
ご
が
多
い
。
こ
れ
は
元
來
多
年
の
因

襲
を
打
破
し
て
新
風
俗
に
移
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
ご
や

多
年
保
守
し
て
み
た
風
俗
を
壌
止
す
る
こ
ビ
は
、
事
の
是

　
　
　
第
十
三
巻
　
　
研
　
究
　
　
風
俗
の
流
行
ミ
墾
移
定
に
就
て

非
得
失
を
考
ふ
る
よ
う
も
苦
痛
の
玉
薬
が
先
だ
つ
も
の
で

從
っ
て
そ
の
数
果
が
畢
が
ら
ざ
る
こ
ご
が
多
い
の
で
あ
る
。

そ
の
謹
左
ご
し
て
は
左
妊
を
右
妊
に
す
べ
く
命
せ
ら
れ
た

後
ε
錐
も
、
霜
露
は
依
然
ビ
し
て
天
下
に
靡
齢
し
て
み
た

や
う
で
あ
っ
て
、
現
に
李
安
朝
初
期
に
成
っ
た
写
像
に
は

如
何
に
左
妊
が
多
い
か
、
そ
れ
を
見
て
施
行
力
の
薄
弱
を

知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
6
）
か
の
苔
衆
の
前
髪
に
よ
っ
て

世
の
念
者
の
3
5
を
迷
は
せ
た
の
で
、
之
を
勇
除
す
る
令
は

早
く
延
寳
五
年
に
登
せ
ら
れ
て
る
だ
が
、
（
7
）
實
際
致
果

は
一
時
的
で
あ
っ
た
し
、
寛
延
元
年
三
月
に
女
の
羽
織
を

禁
止
さ
れ
た
が
、
（
8
）
こ
れ
も
評
決
し
て
久
し
く
遜
守
さ

れ
て
る
論
い
。
明
治
初
年
の
断
髪
倉
が
出
だ
時
に
は
、
今

迄
持
っ
て
る
た
銀
杏
髭
は
勿
論
チ
ョ
ン
濫
を
前
刀
る
す
ら
い

か
に
名
残
惜
し
く
、
「
時
は
毛
を
漸
次
少
も
宛
減
殺
し
て

行
っ
て
途
に
小
や
か
な
髭
を
残
し
、
之
を
思
案
髭
こ
い
つ

た
が
、
（
9
）
遽
に
決
心
し
て
全
部
勢
除
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
法
制
的
の
風
俗
の
墾
移
は
葉
叢
的
に
而
し

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
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ハ
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）



　
　
　
第
十
三
巻
　
　
研
　
究
　
　
風
俗
の
流
行
ミ
墾
移
オ
に
就
て

て
強
制
的
に
行
は
れ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
施
行
は
急
蓬
で

あ
る
が
、
黒
し
な
が
ぢ
中
に
は
頗
る
中
3
5
不
服
で
あ
う
、

逡
巡
騰
啓
し
て
容
易
に
之
を
逡
奉
せ
な
い
も
の
が
生
じ
て

來
る
こ
ご
に
萬
已
む
を
得
な
い
こ
ご
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
訟

判
こ
の
模
倣
的
の
動
機
ご
は
与
る
個
人
或
は
｝
説
會
「
國

家
の
風
俗
を
見
聞
し
て
、
大
に
之
に
雷
同
し
、
か
く
の
如

く
に
し
て
群
衆
心
狸
に
よ
り
て
漸
次
世
上
に
流
行
す
る
も

の
で
、
こ
れ
に
は
否
定
的
の
方
・
面
は
な
い
。
一
箇
入
の
風

俗
を
模
倣
し
た
例
で
は
、
鳥
朋
上
皇
が
花
園
有
仁
ご
共
に

謀
ら
せ
ら
れ
て
作
ら
れ
し
烏
帽
子
を
硬
化
し
装
束
を
強
く

す
る
こ
ご
の
流
行
、
（
－
o
）
悪
源
太
義
年
の
創
意
し
た
鞍
の

手
形
（
1
1
）
近
世
で
は
延
寳
の
北
京
東
洞
院
浄
世
紺
屋
の
娘

お
春
が
花
見
姿
に
結
び
垂
れ
た
帯
を
見
て
、
名
優
上
村
県
西

彌
・
が
舞
毫
で
扮
し
た
唐
犬
の
耳
を
垂
れ
た
や
う
な
吉
彌
結

（
1
2
Y
さ
て
は
享
保
十
九
年
に
名
優
瀬
川
秀
之
丞
が
始
め
た

瀬
川
帽
子
、
（
1
3
）
元
緑
二
年
の
荻
野
澤
之
丞
の
澤
之
丞
瞳

子
（
1
4
）
中
村
藤
九
郎
の
傳
九
郎
染
、
（
1
5
）
筋
・
分
の
お
化
け
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の
風
俗
は
大
阪
で
七
代
目
片
岡
仁
左
衛
門
の
創
意
が
世
に

流
布
し
た
の
で
あ
っ
だ
。
（
1
6
）
叉
李
家
一
門
の
烏
轄
子
の

た
め
や
う
は
、
飛
鳥
も
落
さ
ん
す
る
當
時
の
雫
家
の
擢
勢

に
眠
ぶ
る
公
卿
が
倣
ひ
な
ざ
し
て
、
一
門
一
家
の
風
俗
が

流
行
の
源
泉
を
な
し
た
こ
ご
も
あ
る
Q
（
1
7
）
…
疵
會
の
風

俗
が
流
行
の
源
泉
を
な
し
た
例
で
は
鎌
倉
武
「
士
か
ら
起
つ

た
侍
鳥
帽
子
酸
堅
実
が
一
般
閣
議
に
流
行
せ
し
如
き
、
（
1
8
）

京
の
祇
園
町
か
ら
生
じ
だ
燈
籠
婁
が
女
官
御
殿
女
中
に
流

行
せ
し
如
き
、
（
1
9
）
「
國
家
の
風
俗
が
我
が
國
の
風
俗
に

戚
化
し
た
例
謹
は
か
の
階
唐
ビ
我
國
こ
の
物
忘
が
開
け
て

よ
り
、
彼
國
の
風
俗
は
金
々
こ
し
甲
、
我
國
に
將
臥
せ
ら
れ

そ
の
思
想
は
元
よ
り
物
質
的
文
明
は
す
べ
て
唐
の
も
の
が

流
行
し
だ
な
ご
は
こ
れ
で
あ
っ
た
。
か
の
化
粧
結
髪
冠
帽

服
飾
で
は
鉛
花
、
花
子
、
塗
装
禮
冠
、
嚢
龍
御
衣
、
黄
櫨

染
御
篭
、
丈
武
官
の
朝
服
（
束
帯
）
の
嗣
の
如
き
、
甲
冑
武
器

で
は
綿
甲
珪
甲
、
矛
太
刀
、
弓
矢
弩
楯
等
の
如
き
、
歳
事

ご
し
て
朝
賀
朝
鎌
脚
馬
糧
典
曲
水
端
午
乞
巧
萸
追
灘
等
、



歌
舞
暑
樂
で
は
唐
樂
中
郷
林
邑
を
倣
ふ
な
ご
“
々
枚
墨
に

蓬
が
な
い
・
（
2
0
）
禮
式
に
嘗
て
も
嵯
峨
天
皇
弘
仁
九
年
三

月
二
＋
三
甘
⑳
認
に
は
、
（
1
2
）

　
r
三
朝
會
之
言
及
常
所
服
者
、
叉
卑
逢
レ
貴
而
野
里
、
不
レ
論
篇
男
女

　
、
改
依
唐
浩

ご
あ
る
如
く
で
、
唐
の
模
倣
は
百
般
の
事
物
に
及
び
、
涼

和
天
皇
承
和
六
年
十
月
に
は
建
禮
門
外
に
握
含
を
建
て
、

唐
物
を
動
き
交
易
せ
し
め
ら
れ
た
こ
ご
が
あ
る
な
ざ
彼
等

か
如
何
に
唐
の
風
俗
に
心
醇
し
欣
求
し
て
み
た
か
い
分
る

甚
し
き
は
想
望
ご
零
せ
し
も
の
す
ら
あ
る
に
至
っ
た
位
で

あ
っ
だ
q
（
2
2
）
現
代
日
本
の
西
洋
模
倣
を
窺
察
す
れ
ば
蓋

し
そ
の
架
塞
の
事
實
で
な
か
っ
た
こ
ご
が
鋼
知
せ
ら
る
、

で
あ
ら
・
フ
。
、
か
↑
の
如
く
模
倣
に
依
る
風
俗
の
流
行
は
實

に
そ
の
結
果
は
中
々
侮
る
可
か
ら
ざ
る
彌
蔓
を
告
ぐ
る
こ

ご
が
あ
る
。
こ
の
模
倣
た
な
や
、
礼
奏
者
は
些
少
も
強
制

鮒
態
度
に
臨
ん
で
み
な
「
い
こ
ご
が
多
い
。
換
言
す
れ
ば
入

．
々
は
少
し
も
遜
奉
の
義
務
は
負
ふ
て
る
な
い
。
古
し
之
を

　
　
　
第
十
三
巷
　
　
研
　
究
　
　
，
風
俗
の
流
行
曽
愛
移
定
に
就
て

遵
奉
否
模
倣
す
る
も
の
は
中
心
之
を
愛
好
す
る
人
々
に
の

み
限
定
さ
れ
て
る
る
だ
け
に
、
そ
の
蔓
延
は
法
制
的
の
場

合
に
比
し
て
邊
く
ビ
も
、
之
が
流
行
は
極
め
て
根
底
の
深

い
も
の
が
あ
っ
て
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
誰
1
貝
本
磐
翻
　
2
績
紀
　
3
麟
本
逡
史
　
4
瀬
聚
國
史
　
5
浮
琶
の
有

　
　
様
　
6
鰹
ゾ
古
澱
｝
雑
用
鱒
網
…
熱
願
古
憩
像
風
俗
に
つ
い
て
　
7
江
戸
雀
　
8
徳

　
　
川
禁
令
考
9
古
老
談
話
1
0
淋
皇
正
統
翻
、
今
鏡
1
1
貞
丈
雑
寵
挙

　
　
治
物
語
　
1
2
男
色
大
鑑
、
拙
稿
風
俗
研
究
上
村
吉
彌
考
　
1
3
1
4
賀
久
屋

　
　
適
々
免
、
歌
舞
伎
事
始
　
1
5
賎
の
為
だ
巻
　
1
6
博
丈
館
諸
國
年
中
行
事

　
　
大
阪
の
蔀
　
1
7
亭
家
物
語
　
1
8
拙
著
H
本
風
俗
史
綱
　
1
9
江
府
風
俗
志

　
　
2
0
風
俗
研
究
拙
稿
単
姿
朝
初
期
に
於
け
る
風
俗
界
の
波
瀾
　
2
1
日
本
認

　
　
略
2
2
績
日
本
後
紀

　
　
　
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駆

　
以
上
で
流
行
の
鋤
機
の
大
略
を
説
き
了
つ
た
が
、
模
倣

の
場
合
に
流
行
の
源
泉
こ
な
っ
た
の
は
如
何
な
る
三
々
で

あ
っ
π
か
ご
い
ふ
こ
ご
を
考
究
し
て
見
だ
い
。
元
二
人
は

自
己
の
奪
敬
し
信
仰
し
愛
好
す
る
入
に
は
監
事
見
倣
ひ
た

ヤ
旧
い
ふ
情
は
通
有
性
で
あ
る
か
ら
、
、
上
古
に
猛
て
も
恐

　
　
　
　
　
　
　
　
餓
ヴ
一
派
　
　
　
　
諏
ハ
七
　
　
（
　
山
鵯
七
）



　
　
　
第
十
三
巷
　
　
研
　
究
　
　
風
俗
の
流
行
ミ
墾
移
ミ
に
就
て

ら
く
貴
族
の
風
俗
の
模
倣
が
盛
で
あ
っ
淀
か
ご
思
は
れ
、

仁
徳
天
皇
が
當
時
貴
族
の
家
の
特
徴
で
あ
っ
た
千
木
の
あ

る
民
家
を
量
見
し
給
ひ
除
去
を
命
じ
給
ひ
し
如
き
は
そ
の

旧
例
で
あ
っ
た
。
（
1
）
王
朝
時
代
に
な
っ
て
も
民
問
の
老

入
の
怠
る
烏
帽
子
は
貴
族
の
冠
ら
れ
た
圭
冠
で
あ
る
な
ざ

は
そ
の
謹
左
で
、
（
2
）
鎌
倉
時
代
以
降
武
門
殿
唇
の
時
代

に
は
民
間
の
男
子
は
武
士
着
用
の
侍
烏
帽
子
直
垂
を
着
す

る
に
至
っ
た
如
き
、
（
・
。
）
風
俗
も
纏
力
の
あ
る
所
に
風
靡

す
る
便
向
が
想
見
し
得
ら
れ
、
極
め
て
合
理
的
の
こ
ご
で

あ
る
。
桃
山
時
代
に
秀
吉
の
趣
味
が
下
風
に
浸
染
し
て
、

桃
山
時
代
の
意
匠
が
雄
．
大
華
麗
こ
な
り
、
又
そ
の
反
野
に

松
風
の
普
を
聞
い
て
耳
を
す
ま
す
わ
び
た
茶
の
趣
味
が
復

興
し
た
こ
ご
も
亦
偶
然
で
は
な
い
Q
（
4
）
江
戸
時
代
に
は

婦
選
界
の
墾
動
に
よ
り
民
衆
の
勢
力
往
々
に
し
て
武
門
を

凌
駕
す
る
に
至
っ
て
か
ら
、
民
聞
の
風
俗
は
逆
輸
入
し
て

公
家
武
家
に
多
大
の
域
化
を
與
へ
π
の
で
あ
っ
た
。
殊
に

民
間
の
下
雇
に
位
す
る
遊
女
の
島
田
髭
が
宮
中
に
入
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
　
山
ハ
入
　

（
　
山
脚
八
）

ヘ
　
　
へ

っ
ぷ
髭
ε
な
り
、
武
家
に
入
っ
て
御
主
殿
島
田
に
化
し
た

な
ご
は
、
劉
底
想
像
も
及
ば
な
い
不
可
思
議
な
現
象
で
あ

る
が
、
貸
し
事
實
は
そ
の
亘
り
で
あ
る
か
ら
已
む
を
得
な

い
。
（
5
）
而
し
て
民
間
で
も
切
捨
御
免
の
武
士
も
町
人
に

は
ミ
舎
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
金
力
だ
け
で
幅
の
利

い
だ
遊
里
や
演
劇
な
ざ
は
全
盛
を
嘱
し
そ
の
遊
女
や
俳
優

の
風
姿
一
暴
手
一
投
足
が
民
間
風
俗
の
源
泉
こ
な
っ
た
こ

ご
は
實
に
影
し
か
つ
た
の
は
當
然
の
こ
ご
で
、
そ
の
他
曰

く
協
議
、
曰
く
茶
屋
女
急
曰
く
浮
瑠
璃
太
夫
、
い
つ
れ
も

か
う
し
淀
方
面
か
ら
流
行
の
泉
が
送
り
出
た
の
で
あ
る
。

試
み
に
遊
女
か
ら
聴
し
た
流
行
の
風
俗
に
つ
い
て
い
は
ん

か
、
島
田
髭
、
兵
庫
髭
、
勝
山
髭
、
燈
籠
曇
、
花
箸
花
櫛
．

髪
冠
、
自
粉
の
み
つ
け
る
風
、
帯
の
挾
結
、
島
原
衣
裳
等

が
あ
り
、
俳
優
か
ら
起
つ
π
の
に
は
孫
曇
、
水
木
帽
子
、
瀬

川
帽
子
、
古
今
帽
子
、
宗
十
郎
言
霊
、
帯
の
吉
彌
結
、
水

木
結
、
雫
十
郎
結
、
意
匠
の
傳
九
郎
染
、
市
松
染
、
亀
藏

小
品
、
　
小
山
ハ
贈
爵
、
　
小
太
夫
鹿
子
、
路
考
茶
、
　
一
†
瀟
防
染
、
璃



寛
茶
、
吉
彌
自
画
、
金
作
花
讐
、
岩
弁
櫛
、
冠
髪
結
、
な

ぜ
が
あ
る
杯
、
容
儀
服
飾
の
み
の
方
面
だ
け
で
も
中
々
大

し
π
数
に
上
っ
て
蒙
る
。
（
6
＞

　
愉
し
な
が
ら
愛
に
注
意
す
べ
き
は
、
流
行
の
源
泉
を
な

し
た
も
の
、
中
に
は
少
く
ご
も
二
つ
の
種
類
が
あ
る
こ
ε

で
あ
る
。
そ
れ
は
】
、
流
行
の
源
泉
を
作
る
の
意
志
に
よ

っ
て
成
さ
れ
し
も
の
、
ご
、
然
ら
ざ
る
も
の
是
れ
で
あ
る

翻
っ
て
我
が
風
俗
史
を
按
ず
る
に
、
そ
の
流
行
の
先
駈
を

以
て
任
じ
つ
、
之
を
登
表
さ
れ
し
こ
ご
は
少
い
が
、
唯
藤

原
時
代
か
ら
は
自
己
宣
傳
の
目
的
で
特
趣
な
風
俗
を
出
し

沈
こ
ご
は
随
分
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
藤
原
實
方
が
舞

御
覧
に
認
証
『
）
、
清
涼
殿
前
の
竹
の
枝
を
折
り
取
っ
て
冠

に
挿
し
て
挿
頭
花
こ
な
し
た
の
で
反
っ
て
天
皇
の
御
戚
賞

に
與
り
一
期
の
面
目
を
施
し
た
な
ざ
は
見
え
黒
い
だ
膚
己

宣
傳
で
あ
る
が
、
（
7
）
．
毫
も
流
行
の
源
泉
を
作
る
意
志
は

な
か
っ
た
も
の
ご
想
像
さ
れ
る
。
戦
國
時
代
風
俗
界
混
餓

の
時
代
に
は
、
古
來
の
一
説
を
専
掌
せ
す
、
　
一
新
風
俗
を

　
　
　
第
十
三
巻
　
　
研
　
究
　
　
∬
風
俗
の
流
行
ミ
礎
移
建
に
就
て

創
始
す
る
こ
ε
に
汲
々
な
㌃
し
傾
向
が
あ
り
、
特
に
職
士

に
於
て
直
り
で
あ
っ
た
。
關
ヶ
原
合
戦
の
時
細
川
越
中
守

忠
興
が
山
鳥
の
尾
の
兜
に
銀
の
天
衝
を
立
物
ご
し
て
出
陣

し
だ
が
、
家
康
之
を
遠
望
す
る
に
恰
も
舞
鶴
の
戚
が
あ
っ

π
の
で
、
武
具
の
二
世
に
勝
れ
隠
事
見
事
ざ
い
ふ
御
門
に

入
っ
て
銀
の
天
衝
を
所
望
あ
り
、
忠
興
は
面
目
を
施
し
て

退
出
し
た
こ
あ
る
は
（
8
）
そ
の
一
例
で
あ
っ
て
、
江
戸
時

代
に
入
っ
て
も
、
か
う
し
た
風
俗
界
の
傾
向
は
持
績
さ
れ

爵
己
語
論
の
新
風
俗
は
目
ま
ぐ
ろ
し
い
迄
に
頻
寓
し
、
前

述
の
如
く
種
々
の
嫡
々
が
流
行
の
源
泉
こ
な
っ
た
も
の
で

か
の
遊
女
勝
山
の
如
き
特
異
な
風
姿
を
敢
て
し
て
萬
人
の

槻
に
當
）
、
大
に
爵
己
を
宣
傳
七
た
。
好
色
一
代
男
に

　
勝
山
S
い
へ
る
湯
女
、
す
ぐ
れ
て
情
も
ふ
か
く
形
ミ
り
な
り
髪

　
の
ふ
り
、
よ
う
つ
に
つ
け
て
世
の
人
に
か
は
り
て
一
流
こ
れ
よ

　
り
は
じ
め
も
て
は
や
し
て
云
々

ご
あ
り
、
而
し
て
そ
の
勝
山
髭
が
今
口
の
婦
人
の
九
髭
の

源
流
を
な
し
て
み
る
の
は
、
全
く
目
己
宣
傳
が
数
果
を
奏

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
六
九
　
（
　
六
九
）



　
　
　
第
十
三
巻
　
　
研
　
究
　
　
風
俗
の
流
行
ミ
礎
移
s
に
就
て

し
た
も
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
中
期
に
は
あ
る
種
の
流
行
を
さ
せ
ん
ご
一
私

業
が
努
力
す
る
こ
ご
が
追
々
と
現
れ
て
來
た
。
か
の
太
申

染
を
創
め
た
江
戸
警
衛
堀
二
丁
目
和
泉
屋
勘
助
は
自
名
太

宰
を
吉
原
零
屋
遊
女
豊
里
に
着
せ
し
め
又
俳
優
中
村
傳
九

郎
に
も
着
せ
し
め
、
大
酔
数
百
部
を
購
入
し
て
大
甲
日
を

太
串
日
に
改
め
さ
せ
太
申
夜
話
を
編
せ
し
む
る
な
ご
し
て

入
爲
的
に
百
方
流
行
を
企
て
た
こ
ご
が
あ
っ
た
が
、
大
し

た
数
果
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
9
）
か
く
風
俗
の
流
行

は
流
行
さ
せ
ん
ご
し
て
流
行
せ
す
、
流
行
を
豫
想
せ
す
し

て
流
行
す
る
ご
い
ふ
奇
現
象
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
志
し
そ
の
流
行
は
人
の
愛
新
性
に
挨
ち
、
愛
好
心
を
陵

り
、
そ
の
上
に
模
倣
心
に
訴
へ
ね
ば
な
ら
澱
の
で
あ
る
が

こ
の
模
倣
心
に
も
軍
純
模
倣
ご
優
秀
模
倣
ε
が
あ
っ
て
、

極
め
て
覧
・
純
な
る
思
想
か
ら
盲
目
的
に
模
倣
す
る
こ
ご
も

あ
り
、
又
理
性
に
訴
へ
苦
難
の
考
慮
に
よ
り
て
模
倣
す
る

場
合
も
あ
る
Q
從
凍
の
歴
史
か
ら
考
へ
る
ご
、
樺
勢
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
纂
一
號
　
　
　
七
〇
　
（
　
七
〇
）

す
る
所
外
國
風
俗
、
愛
好
せ
る
人
々
か
ら
出
た
風
俗
は
癖

痺
的
に
之
に
模
倣
さ
れ
る
こ
ご
が
甚
だ
多
く
あ
っ
た
や
う

で
、
愛
に
冬
時
代
の
風
俗
の
流
行
が
あ
っ
た
課
で
あ
る
。

　
註
玉
郷
本
書
紀
　
2
緑
本
書
紀
、
黒
川
眞
頼
博
士
、
日
本
風
俗
親
　
3
三

　
十
二
番
歌
合
、
七
十
一
番
二
合
　
4
太
閤
記
、
妥
土
桃
山
時
代
史
論
藤

　
　
田
學
士
秀
吉
の
亭
和
附
察
三
編
二
二
桃
山
時
代
の
美
術
　
5
拙
署
歴
代

　
風
俗
爲
眞
集
、
風
俗
研
究
女
官
風
俗
の
追
懐
、
二
等
風
俗
志
6
美
及

　
　
び
此
花
拙
稿
江
戸
民
間
風
俗
源
流
　
7
十
要
語
　
S
常
山
紀
談
　
9
既

　
三
二
、
太
申
定
傳
九
郎
染

　
　
　
　
四

乱
世
に
流
布
し
て
風
俗
が
永
久
に
澄
に
行
は
る
、
こ
ご

は
殆
ん
ざ
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
ご
に
属
し
、
榮
枯
盛
衰
・

の
常
滋
に
依
っ
て
、
い
っ
か
は
突
如
ビ
し
て
溝
滅
し
、
或

は
徐
々
ご
し
て
消
滅
し
、
悲
し
く
は
墾
化
し
て
ゆ
く
も
の

で
あ
る
。
突
如
こ
し
て
溝
滅
す
る
の
は
前
蓮
生
成
流
行
の

場
合
の
如
く
禁
命
に
よ
り
て
停
止
さ
る
、
の
で
、
天
軍
勝

寳
六
年
十
月
双
六
を
玩
び
博
変
ず
る
こ
ご
を
禁
ぜ
ら
れ
た

が
如
き
、
（
－
）
寛
政
十
一
年
七
月
3
騨
佛
に
詣
っ
て
千
・
魁
軋



を
貼
黙
す
る
こ
ご
を
禁
せ
ら
れ
た
が
如
き
、
（
2
）
明
治
維

新
の
帯
刀
禁
止
倉
な
ざ
こ
れ
t
薦
す
る
。
着
し
法
制
的
に

禁
止
せ
ら
れ
な
い
も
の
で
は
、
徐
々
ご
し
て
壌
議
す
る
も

の
も
あ
る
。
が
こ
れ
も
軍
に
屡
弛
し
ゆ
く
も
の
こ
、
何
物

か
之
に
代
る
も
の
が
生
じ
た
爲
め
に
議
事
し
ゅ
く
も
の
も

あ
る
。
前
の
例
は
奈
良
朝
に
行
は
れ
た
女
官
の
額
に
紅
の

黙
を
さ
す
化
粧
の
花
子
が
畢
安
朝
に
滅
び
、
（
。
。
）
室
町
末

葉
女
官
が
成
人
の
頃
行
っ
た
聾
幅
ご
い
っ
て
顔
か
ら
毛
を

下
げ
た
化
粧
法
が
江
戸
初
期
に
滅
び
し
如
き
、
（
4
）
何
れ

も
奇
異
な
隈
風
で
あ
っ
た
爲
め
に
、
い
つ
し
か
磨
滅
し
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ワ

も
の
で
あ
り
、
後
者
の
例
は
反
無
し
の
太
刀
が
李
安
初
期

に
反
が
出
來
て
農
用
に
は
反
無
し
を
用
ひ
ざ
る
こ
ご
に
な

つ
だ
が
如
き
、
（
5
）
伊
勢
流
の
婚
禮
式
が
小
笠
原
・
婚
禮
式

が
起
っ
て
衰
頽
し
だ
が
如
き
、
（
6
）
ラ
ン
プ
が
電
燈
屈
斯

が
生
じ
π
こ
ご
に
よ
り
て
屡
絶
し
た
が
如
き
は
そ
の
例
で

畢
覧
優
秀
な
る
事
物
は
淘
汰
に
よ
り
て
残
る
理
で
あ
る
。

　
併
し
風
俗
は
今
述
べ
た
如
く
旗
滅
す
る
の
み
で
な
く
、

　
　
　
第
十
三
巻
　
　
研
　
究
　
　
風
俗
の
流
行
定
攣
移
定
に
就
て

叉
攣
化
し
て
行
く
こ
ご
も
多
い
。
そ
の
石
化
の
順
序
縮
を
，

観
察
す
る
に
、
或
る
風
俗
か
ら
儲
る
他
の
風
俗
に
移
推
す

る
場
合
に
は
、
決
し
て
掌
を
返
す
如
く
に
墾
化
す
る
も
の

で
は
な
い
。
必
ず
や
部
分
的
に
漸
次
他
の
風
俗
に
熟
化
し

ゅ
く
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
鍛
殿
造
か
ら
書
院
造
に
至
る

建
築
構
造
の
如
き
（
？
）
江
戸
時
代
初
期
の
消
雪
か
ら
明
治

に
至
る
順
序
の
如
き
．
（
8
）
桃
山
時
代
の
小
言
か
ら
明
治

に
至
る
小
穂
の
愛
撫
の
如
き
（
9
）
正
月
の
萬
歳
や
懸
想
文

壷
の
姿
の
獲
化
の
如
き
、
（
－
o
＞
存
亡
賛
の
將
書
し
た
拳
法

が
三
浦
流
輻
野
流
か
ら
後
の
柔
道
に
な
る
迄
の
如
き
、
（
1
1
）

皆
何
れ
も
極
め
て
順
序
的
に
旋
律
的
に
霊
化
し
て
み
る
。

そ
の
中
の
小
袖
に
つ
い
て
少
し
く
詳
細
に
蓮
ぶ
れ
ば
、
最

初
藤
原
時
代
に
は
筒
落
下
、
あ
り
、
鎌
倉
時
代
に
帯
き
被
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

躊
來
罷
み
を
生
じ
、
挑
山
時
代
に
は
な
ぎ
袖
の
傾
向
を
帯

び
、
江
戸
天
和
頃
一
尺
五
寸
位
の
長
さ
、
貞
享
に
は
二
尺

ご
延
長
し
、
警
保
頃
二
尺
四
五
寸
、
寛
政
頃
二
尺
七
入
寸

こ
な
り
、
安
永
か
ら
角
袖
が
出
來
た
な
ざ
、
す
べ
て
風
俗

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
七
｝
　
（
　
七
「
）



　
　
　
第
十
三
巻
　
　
研
　
究
　
　
風
俗
の
流
行
定
避
移
電
に
就
て

は
階
律
的
に
痩
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
（
1
1
）

　
こ
の
風
俗
の
階
律
的
憂
化
す
る
は
必
ず
前
述
の
法
則
に

よ
り
て
法
制
的
或
は
箇
人
的
創
始
者
が
あ
b
、
模
倣
に
よ

り
て
一
般
に
蔓
延
し
遜
移
し
て
ゆ
く
に
相
違
な
い
も
の
で

其
の
攣
化
を
製
す
主
な
る
原
動
力
は
、
前
風
俗
に
比
し
、

新
風
俗
が
全
下
等
は
或
る
黙
に
於
て
優
越
な
る
特
質
を
有

す
る
こ
ご
が
必
要
で
、
そ
の
優
越
な
る
瀦
を
具
膿
的
に
い

へ
ば
、
一
、
意
義
由
緒
を
爾
ぷ
こ
ご
、
二
、
時
勢
に
滴
…
す
・

る
；
ご
、
三
、
形
容
の
美
、
四
、
實
質
の
充
蟹
、
五
、
實

用
的
な
る
こ
ご
↓
ハ
、
融
実
記
…
な
る
こ
ご
等
が
【
最
も
晶
里
大
な
る

も
の
で
、
こ
れ
等
の
條
件
に
該
當
す
る
か
或
は
こ
の
條
件

に
少
し
で
も
近
い
も
の
な
ら
ば
、
必
ず
前
風
俗
を
騙
曝
す

る
資
格
を
備
へ
た
も
の
ビ
い
は
れ
る
も
の
で
あ
る
◎
今
之

を
例
を
以
て
示
さ
ん
か
。
｝
、
意
義
由
緒
の
良
い
こ
ご
は

必
要
で
、
か
の
室
町
時
代
の
蓬
簾
の
島
皇
が
正
月
の
蓬
莱

に
な
っ
た
の
も
、
蓬
莱
の
上
に
積
ま
れ
る
晶
目
が
す
べ
て

慶
鮮
の
も
の
が
多
い
こ
ぜ
に
依
る
の
で
、
（
1
2
）
最
近
断
髪

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
魏
、
　
　
七
二
　
（
　
七
二
）

や
短
い
ス
カ
ー
ト
の
華
燭
で
下
火
に
な
っ
て
來
π
の
も
、

女
ら
し
い
こ
い
ふ
意
昧
に
蓮
反
す
る
結
果
ご
報
ぜ
ら
れ
て

る
る
。
（
“
a
，
ユ
）
か
の
寳
船
に
後
水
尾
天
皇
震
翰
の
験
の
御
字

の
あ
る
は
特
に
希
望
渚
が
多
い
こ
ご
や
、
御
簾
屋
針
の
評

、
判
の
よ
い
こ
ご
も
同
楼
の
皇
室
の
御
用
の
由
緒
に
因
る
の

で
あ
る
。
（
昆
）
第
二
の
時
勢
に
適
す
る
こ
ご
は
、
江
戸
初

期
の
活
醗
な
爾
武
的
の
時
代
に
流
行
し
た
毬
杖
を
江
戸
中

期
に
は
こ
れ
を
朋
子
板
に
置
き
松
竹
鶴
亀
の
玩
具
を
載
せ

て
聡
答
品
に
使
用
し
て
流
行
し
た
こ
ご
や
、
（
1
5
）
狂
言
の

鷺
流
の
古
典
的
な
の
を
改
良
し
て
大
子
流
が
流
行
し
た
な

ご
は
こ
れ
で
、
（
1
6
）
第
三
の
形
容
の
美
の
方
面
で
は
、
公

卿
の
初
に
嵐
衣
の
風
の
超
つ
た
こ
ご
や
、
（
”
‘
1
）
甲
冑
に
さ

ま
ぐ
の
威
毛
が
生
じ
た
こ
ご
、
（
8
1
）
養
に
果
禁

生
じ
だ
こ
ご
な
ざ
、
（
9
工
）
第
四
の
實
質
の
良
好
で
は
、
古

代
の
九
木
弓
が
暉
力
の
薄
弱
で
折
れ
易
き
を
改
良
し
て
李

安
朝
に
量
質
弓
の
出
來
た
の
や
、
（
2
0
）
古
來
の
煉
革
の
鎧

は
弾
九
慣
通
の
恐
が
あ
る
爲
め
、
鐵
板
の
甲
胃
が
装
蹄
た
’



こ
ビ
や
、
（
2
1
）
古
墨
の
板
を
立
て
か
け
だ
城
塞
を
改
め
て

石
璽
の
城
廓
が
生
じ
た
こ
ご
、
（
2
2
）
蛇
皮
線
が
三
回
線
に

な
つ
π
な
ざ
は
、
（
2
3
）
こ
の
類
で
、
第
五
の
實
用
的
の
例

は
、
武
士
の
直
璽
が
民
庶
男
子
に
は
胸
紐
露
な
し
に
使
用

さ
れ
だ
が
如
き
、
（
％
）
藤
原
時
代
の
厨
子
欄
が
江
戸
時
代

に
な
っ
て
黒
棚
書
誌
厨
子
の
三
蓋
に
鍵
化
せ
し
如
き
、

（
2
5
）
輿
が
駕
籠
ビ
な
も
し
が
如
き
、
（
2
6
）
板
間
が
聾
数
ビ

な
り
、
（
2
7
）
妻
戸
が
遣
戸
ご
な
り
し
が
如
き
、
（
2
8
）
皆
こ
の

例
に
洩
れ
澱
こ
ご
で
あ
る
。
第
六
の
廉
愚
な
る
は
必
要
な

こ
ご
で
、
享
保
時
代
に
艶
甲
櫛
の
償
が
七
爾
に
暴
騰
し
た

の
で
、
濫
費
木
隠
が
百
疋
二
百
疋
で
需
要
に
嵩
じ
て
流
行

し
、
（
2
9
）
昔
の
七
夕
．
祭
が
江
戸
時
代
の
笹
に
五
色
紙
を
昂

ず
こ
ご
に
な
つ
π
、
（
3
0
）
な
か
ε
は
師
ち
主
ご
し
て
経
濟
的

の
關
係
に
依
る
の
で
あ
る
。

　
註
1
瀬
聚
三
代
絡
　
2
徳
川
禁
令
考
　
3
風
俗
研
究
宮
本
氏
花
子
花
釦
の

　
　
關
係
　
4
拙
蒋
日
本
風
俗
吏
綱
中
　
5
考
吉
學
雑
誌
驕
氏
刀
創
の
滑
革

　
　
　
6
類
楽
婚
禮
式
　
7
家
屋
雑
考
　
8
旧
藩
結
髪
化
粧
史
　
9
拙
著
誰

　
、
か
袖
百
種
、
嬉
…
遊
笑
魔
衣
食
佳
の
説
、
近
数
々
絹
史
　
1
0
拙
著
日
本

　
　
　
第
十
三
悠
　
　
研
　
究
　
　
・
風
俗
の
流
行
ミ
璽
移
定
に
就
て

　
　
歳
事
更
　
1
1
　
近
世
風
俗
志
　
1
2
前
著
町
本
歳
聡
史
、
民
族
ミ
歴
即
拙

　
　
稿
招
瀟
の
行
事
　
1
3
化
粧
品
新
聞
　
1
4
拙
稿
御
簾
屋
針
の
二
二
　
1
5
骨

　
　
招
集
　
1
6
狂
言
蚕
集
　
1
7
装
束
集
成
　
姶
軍
用
翻
本
邦
武
装
滑
革
考

　
　
1
9
祁
撲
大
全
　
2
0
日
本
古
義
　
2
1
曳
林
拙
稿
戦
溶
暗
代
以
後
の
甲
冑
の

　
　
饗
革
に
つ
い
て
　
2
2
日
本
蛾
駐
日
　
2
3
風
俗
研
究
岩
稲
氏
三
味
線
の
憾

　
　
來
に
つ
い
て
　
2
4
七
十
一
番
置
合
　
2
5
類
聚
雑
要
抄
、
二
字
圃
倉
、
女

　
　
誌
禮
綾
錦
2
6
輿
車
重
唱
、
宮
殿
一
字
團
解
2
7
2
8
家
燈
維
考
2
9
考

　
　
古
跡
雑
誌
黒
川
藁
蓮
氏
徳
川
玉
代
櫛
算
　
3
0
　
風
俗
研
究
拙
稿
乞
巧
麓

　
　
の
研
究

　
　
　
　
五

　
我
が
風
俗
史
上
よ
b
見
だ
る
箇
々
の
風
俗
流
行
の
原
因

と
磨
滅
、
帯
化
の
動
機
ビ
種
類
に
診
て
は
略
前
述
の
通
り

で
あ
る
が
、
最
後
に
我
國
の
古
來
風
俗
の
流
行
ご
墾
化
の

大
綱
ご
性
質
ご
に
捨
て
以
上
の
見
地
か
ら
槻
察
し
て
本
稿

を
絡
ら
う
ε
思
ふ
。

　
風
俗
こ
い
っ
て
も
極
め
で
そ
の
範
圃
が
廣
汎
で
あ
る
が

そ
の
箇
々
の
例
を
列
爆
す
る
暇
が
な
い
か
ら
、
今
は
量
の

大
綱
に
止
め
る
、
の
を
許
さ
れ
た
い
。

　
我
野
風
俗
流
行
の
跡
を
顧
る
に
、
上
古
に
於
て
は
原
始

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
　
七
三
　
（
　
七
三
）



　
　
　
策
十
三
巷
　
　
研
　
究
　
　
風
俗
の
流
行
書
縫
移
ミ
に
就
て

的
風
俗
が
主
こ
し
て
流
行
し
、
そ
の
問
臼
蓋
の
交
蓮
に
よ

っ
て
風
俗
上
に
影
響
を
蒙
る
・
と
随
舜
多
大
な
る
も
の
が
あ

っ
た
。
紳
功
皇
后
御
門
韓
後
に
於
て
は
大
陸
の
文
化
が
我
國

に
將
還
せ
ら
れ
、
韓
土
の
風
俗
は
貴
族
就
會
に
甚
し
く
模
倣

せ
ら
れ
、
後
階
唐
の
関
門
が
開
始
せ
ら
る
、
に
至
っ
て
は

湿
土
の
風
俗
は
宮
廷
貴
族
に
心
醇
憧
憬
せ
ら
れ
て
、
流
布

す
る
こ
ご
李
安
初
期
に
、
及
ん
だ
Q
卒
論
初
期
よ
り
は
嵯
蛾

天
・
の
三
蔵
に
よ
う
從
來
の
唐
風
萬
能
の
風
俗
界
は
漸
次

試
筆
の
幽
翠
が
喚
起
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
。
當
時
の
思
潮

は
極
め
て
複
薙
で
前
述
風
俗
獲
化
の
法
期
に
よ
）
、
純
唐

風
、
和
唐
折
衷
純
画
風
の
三
系
統
に
分
れ
、
純
唐
風
は
漸

次
影
を
潜
め
勘
和
唐
折
衷
も
脚
重
工
和
風
が
唐
風
を
厘
し
、

永
く
勢
力
を
扶
植
し
た
唐
風
が
い
つ
れ
に
潜
在
す
る
か
を

疑
は
し
め
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
唐
ざ
の
交
逓
は
塵
絶
し

て
域
風
愈
登
達
し
王
朝
時
代
は
宮
廷
風
俗
が
民
間
に
風
靡

し
た
が
、
武
家
勢
力
を
得
る
に
及
ん
で
、
武
士
風
俗
が
天

下
を
趣
も
た
。
罰
し
公
家
風
俗
は
決
し
て
武
家
に
制
興
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
「
號
　
　
　
七
四
　
（
　
痘
四
）

ら
れ
ざ
9
し
の
み
が
、
－
反
っ
て
武
家
風
俗
に
い
ろ
／
、
の

影
響
を
與
へ
て
る
た
の
で
あ
る
Q
戦
國
時
代
に
は
外
國
の

船
舶
が
頻
繁
に
降
下
に
來
航
し
、
泰
西
の
風
俗
が
切
支
丹

宗
ご
共
に
輸
入
さ
れ
淀
が
、
そ
の
後
切
支
丹
禁
制
に
依
り

機
達
す
る
を
得
な
か
っ
た
。
支
那
の
風
俗
も
亦
言
為
で
は

之
ご
同
じ
経
路
を
有
し
て
み
る
。
瀬
し
純
國
風
趣
昧
は
盆

横
冠
し
て
外
装
風
俗
を
塵
倒
し
江
戸
時
代
の
言
色
全
盛
時

代
を
現
出
し
た
○
さ
は
れ
滋
藤
風
俗
の
分
子
は
そ
の
間
に

幾
分
介
在
し
，
而
し
て
叉
種
々
な
影
響
を
留
め
て
み
た
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。
幕
末
海
外
こ
の
交
通
が
開
け
て
よ
り
明

治
維
新
こ
な
り
、
泰
西
風
俗
は
蕩
々
ご
し
て
輪
潤
せ
ら
れ

和
風
を
凌
駕
し
、
今
日
の
状
態
を
な
し
て
み
る
が
、
さ
て

我
國
の
外
野
風
俗
に
託
す
る
模
倣
は
如
何
な
る
態
度
で
行

は
れ
た
か
に
つ
い
て
一
言
し
た
い
。
そ
れ
に
は
一
、
、
純
外

段
物
晟
の
愛
用
、
二
、
外
風
の
模
倣
、
三
、
語
論
の
外
風

化
、
四
、
外
風
の
日
本
化
が
あ
る
。
純
外
野
風
物
品
の
愛

用
ご
は
前
述
の
如
く
、
外
國
物
学
を
轍
入
t
て
之
を
そ
の



ま
、
使
用
す
る
こ
オ
で
、
『
外
風
模
倣
は
外
風
を
絶
鋼
模

倣
す
る
態
度
で
あ
る
α
前
に
も
こ
の
例
を
引
い
た
が
、
嵯
峨

天
皇
弘
仁
四
年
九
月
皇
太
弟
を
清
涼
殿
に
嘉
し
給
ふ
や
、

具
物
す
べ
て
通
法
に
依
ら
れ
た
な
ざ
が
、
こ
れ
で
あ
る
が
、

（
－
）
西
風
の
外
風
化
の
例
こ
し
て
は
日
本
固
有
の
染
法
た

る
青
筋
を
衣
に
施
し
て
帥
事
專
用
ε
さ
れ
π
青
摺
衣
に
唐

風
の
蜻
蛉
頭
を
懇
用
し
た
り
、
（
2
）
江
戸
初
期
に
和
服
に

カ
ラ
ー
を
つ
け
た
な
ざ
は
、
（
3
）
そ
の
例
で
、
今
の
筒
袖

の
和
服
な
ご
も
そ
れ
で
あ
ら
う
。
外
風
の
日
本
化
の
例
は

葉
手
の
唐
高
麗
の
手
法
を
黎
塗
し
て
安
濃
の
曲
を
作
ら
れ

（
荏
）
承
和
二
年
に
は
島
木
史
眞
こ
い
ふ
も
の
が
弩
の
新
様

式
を
饗
明
し
、
（
5
）
弘
仁
二
「
年
に
は
大
安
寺
僧
泰
仙
は
漏

刻
を
狡
明
し
、
（
6
）
正
倉
院
に
あ
る
や
う
な
奈
良
朝
式
の

屏
風
は
銭
形
屏
風
ご
な
り
、
（
7
）
天
瀬
の
禮
服
は
藤
原
の

女
装
と
醇
化
さ
れ
、
（
s
）
江
戸
時
代
の
西
班
牙
宣
激
師
の

カ
バ
か
む
引
廻
し
の
合
鴨
を
生
じ
、
（
9
）
ヵ
川
ず
オ
か
ら

輕
杉
を
生
じ
た
る
（
－
o
）
な
ざ
す
べ
て
日
本
化
の
例
で
あ
る

　
　
　
鎮
十
三
巷
　
　
研
　
究
　
　
嵐
俗
の
流
行
虐
墾
移
亡
に
就
て

而
し
な
が
ら
愛
に
注
慧
す
べ
き
は
活
魚
の
外
風
模
倣
に
は

そ
の
模
倣
の
盛
時
ε
錐
も
、
彼
の
南
風
を
全
然
万
庶
せ
し

も
の
は
少
く
、
何
れ
も
國
風
を
稽
へ
幾
多
の
愚
書
を
加
へ

ら
れ
た
こ
ご
で
、
例
へ
ば
唐
の
・
上
元
々
年
の
制
に
よ
れ
ば
・

群
臣
一
品
よ
b
三
品
迄
は
そ
の
、
新
色
紫
、
四
品
は
深
緋
五

品
は
淺
緋
、
六
品
は
深
緑
、
七
品
は
碧
緑
、
入
品
は
深
青

九
品
は
淺
青
、
質
入
黄
ビ
あ
る
を
、
驚
動
で
は
正
常
一
位

は
深
紫
、
正
二
位
よ
り
從
三
位
ま
で
は
淺
紫
、
正
從
四
位

上
下
は
深
緋
、
正
從
五
位
上
下
は
淺
緋
、
正
從
六
位
上
下

は
深
緑
、
正
從
七
位
上
下
は
淺
緑
侮
正
從
八
位
上
下
は
深

標
、
大
小
初
從
上
下
は
警
標
、
無
位
黄
ご
改
め
ら
れ
て
居

b
（
1
1
）
か
の
例
年
十
二
月
晦
日
に
宮
中
で
行
は
れ
元
追

灘
の
如
き
で
も
唐
に
於
て
は
方
相
氏
四
人
黄
金
西
目
の
面

具
を
冠
り
、
画
嚢
を
着
し
犬
楯
を
持
ち
、
そ
の
後
方
に
仮
子

五
百
入
朱
摺
青
儒
を
着
し
て
鬼
を
追
ひ
、
十
二
入
の
電
髪

を
悲
篭
り
白
布
雷
衣
を
着
せ
る
問
事
は
麻
鞭
を
振
り
て
紳
名

を
唱
し
魔
を
育
つ
た
の
が
、
我
國
で
は
方
相
氏
一
人
で
階

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
七
五
　
（
　
七
五
）



　
　
　
第
や
一
ご
巻
　
　
研
　
究
　
　
風
俗
の
流
行
ε
攣
移
亡
に
就
て

の
制
の
玄
思
惑
裳
を
着
し
、
仮
子
も
二
十
入
後
入
人
こ
な

り
、
十
二
の
闇
羅
畢
な
く
反
っ
て
公
卿
が
文
選
に
見
え
た
桃

弧
棘
矢
に
倣
ひ
桃
弓
葦
矢
で
方
相
の
後
か
ら
鬼
を
追
ふ
こ

ご
y
な
っ
て
み
る
。
（
1
2
）

　
以
上
の
如
く
我
國
の
外
國
模
倣
は
極
め
て
愼
重
な
態
度

で
模
倣
さ
れ
、
徒
ら
に
彼
の
糟
粕
を
嘗
め
す
し
て
、
そ
の

得
失
を
審
に
し
、
そ
の
長
所
を
採
用
し
．
民
間
に
屡
見
る

盲
目
的
模
倣
ご
選
を
異
に
し
て
み
る
Q
而
し
て
我
國
人
が

外
國
の
風
俗
を
模
倣
し
て
克
く
之
を
國
風
ビ
調
和
せ
し
め

日
本
化
す
る
手
際
は
極
め
て
巧
妙
を
極
め
、
殆
ん
ざ
外
風

の
何
慮
に
存
す
る
か
判
知
し
得
ざ
る
迄
に
醇
化
し
て
み
る

こ
ε
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
Q
か
く
し
て
我
國
は
旧
風
を

日
本
化
し
、
唐
風
を
日
本
化
し
盤
し
て
之
を
克
く
咀
嘱
し

又
戦
國
時
代
に
將
來
せ
ら
れ
し
泰
西
明
風
俗
を
溝
化
し
盤

し
た
の
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
今
冠
の
洋
風
模
倣
の
前

途
も
亦
以
て
想
像
に
難
く
な
い
や
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
、
　
一
「
三
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
納
単
一
號
　
　
　
　
七
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